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財政家としてのベーム パヴェlレク(下)

八木紀 一 郎

IV 砂糖輸出奨励金廃止問題

A)背景と経過 これは，砂糖貿易にかんするプリュッセノレ協定への加盟にと

もなって，オーストリア=ハ Y ガリーが砂糖輸出の奨励金を廃止し，砂糖の輸

入関税をひきさげた改革である。しかし，こうした通尚改革の領域において蔵

相ベ ム パグェノレクが積極的に関与した ζ とを理解 Fるには，やはり， ζり

改草の背景であ与「砂糖危j幾J， また砂糖の生産・交易と財政の関連について

みておくこが必要であろう。

ヨーロッパ大陸諸問における甜菜糖の生産は，元来は，ナポ vオY の大陸封

鎖令のもとでの奨励政策に端を発するように，植民地物産である甘薯糖に対抗

して開発されたものであるが， 19世紀を通じて技術的にも産業的にも順調な発

展をとげ， 19世紀の後半においては，甘薯糖を圧倒する勢いを示すようになっ

ていた。多くの諸国で甜菜糖は国内自給の課題を果たしただけでなく，輸出商

品ともなっていた。とくに19世紀前半以来，自由貿易の方針をとって消費関税

をひきさげ， 1875年には砂糖関税を完全に撤廃した砂糖消費国イギリスはー大

陸諸国の甜菜糖の競合する一大市場を提供していた。

この甜菜糖の輸出は， とくにオーストリア=ハンガリーにとっては死活問題

であった。なぜなら，この固においては，砂糖産業は， 1873年恐慌にほとんど

影響をうけずに発展をとげた「唯一のFイナミックな産業」であり，甜菜を栽

培する農業者を含む広範な腫の生活がかかっている戦略的な産業であったから

である。

しかし，甜菜糖生産が国家の財政政策およひ、通商政策と結びついて発展した
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ことは，砂糖生産諸国の~争とあいまって，その生産・市場構造をきわめてい

びつなものにしていた。それが集約的にあらわれたものが「輸出奨励金」問題

である。各国は国内砂糖産業のために高率の保護関税を設定する一方で国内消

費に対して砂糖消費税を課していたが，圏外輸出分に対しては公然・非公然の

各種の輸出奨励金を与えていた。それは砂糖の国際価格(ロ Y ドン価格〕を生

産コスト以下に低下させる結果を生んでいた。輸出価格の低さによる損失を，

保護関税およびカルテル等によって管理された高い国内価格でカバーするとい

う体制ができあがり，その結果，たとえば 1899年には， 1 kgの棒砂糖がロン

ドンで32ヘラ-[フランでいうと， O.34FJである時に， ヴィーンでは86ヘヲ

ー，ベノレロンでは66ヘヲー，バりでは 106へラ になるとし、うような変則的な

状態が生まれていたのである叩。

この「輸出奨励金」は，蔵相ベームが下院立の説明において述べた，，)ように，

「意識的な重商主義的意図」から生まれたというよりは，かつての租税休系の

不備から「思わざる結果」として成立したものであった。というのは，欧州各

国は晴好的消費の件格をもち，しかも普及の確実な砂糖消費を手近な財源とし

て注目したが，当初は技術的理由から，製品の砂糖の量について課税するので

はな<，原料の甜菜あるいはその搾わ液の量を一定の比率で製品に換算して課

税す毛やり方をとっていた。 ζのやり方は，原料から得られ品砂糖の比率を向

上させることができれば，実質税率を引き下げる余地を残し，また，砂糖の国外

輸出分に対して国内消費税の割り戻しがおこなわれたことは、砂糖の生産およ

び輸出の「隠れた奨励金」をうみだしたのである。砂糖会社は，原料からの歩

留りのよい生産方法を導入 L，輸出部分をふやせば，支払った税額以上の割り

戻しを得ることすら不可能ではない! 事実， 1875/76年期については，オー

27) Josef. Gunzel， System der Handelstolitik， Leipzig， 1901， S. 528 に土名。へラーといろの
は， 1892年にオ ストリア=ハンガりーに導入されたクローネ通貨の1/100にあたる。この園内
消費価格がどめような構成部分からなるかについて怯， Ludwig Lang， H叩dertJahre Zollto. 

litik， Wien u. Leipzig， 1906， S. 122に，パリについての例示が存在する。
28) Bettelheim 1936， S出 9
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λ トリア=ハンガリーにおいては包国庫は砂糖消費税納入額以上の輸出割り戻

Lをおこなうはめになったのである。

こうした統制不可能な事態に対して，多くの国は I隠れた輸出奨励金」を

公然たる「直接輸出奨励金」に変えることによって、対処しようとした。オー

ストリ 7=ハンガリーは1888年にこの制度に移行しているが，そこでは輸出奨

励金の総額に制限が課され， この奨励金の配分のために 「生産割当制J Kon-

tjngentierungがおこなわれた。それは1891年に成立Lた砂糖カルテノレの業務

となった。カノレテノレは保護関税によって生じた価格引き上げの余地を利用した

剥潤(これも一種の「輸出奨励金」とみなせる)搾出の機構である削ばかりで

なく，直接に国庫から「輸出奨励金」を獲得するための機構になったりである。

しかし，見えざる「輸出奨励金」に財政的手綱をかけ， カノレテノレによる生産

・輸出の管理の体制をとったとしても，世界市場におけ否問題はそれによって

は解決しないロ〆ンぜングによって市場を獲得する可能性があるかぎりは，各

国は本来望みもしない「奨励金」増額と「関税」ひきあげの泥沼におもいるだ

けである。輸出奨励金撤廃のための国際的調整は， 1自白4年のパリ砂糖会議以来

何度か企てられたが，成果をみるにいたらなかった。失敗の理由は，砂糖生産

諸国の利害対立だけでな仁低価格を享受しうる砂糖消費国のイギリスが本気

にならなかったということにもあった。各国政府は他国が同じ措置をとるとい

う条件のもとで「奨励金」撤廃の用意があることを言明しながらも，益々激化

する「奨励金」戦争の中にはいりこんでいかざるをえなかった。とくに， 1呂96

年にドイツが「奨励金」を倍迂く日|き上げたことは，各国の対抗措置をよびお

こし，それは砂糖の国際価格のますますの低下をひきおこしたのである。

しかし， 1900年前後には，こうした消耗的な通商戦争にも転機がみえてきた。

本国内に粗糖生産者のいないイギリスも，植民地にまで甜菜糖が進出し，植民

地糖業を圧迫するのを座視できなくなったのである。時あたかも，帝国の経済

29) 砂糖関税がカルテル保護関税の仔例であることについては， ヒルファディシグ著岡崎次郎訳

『金融資本論~ (岩波士庫〉下 58頁の指摘をみよ。
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第3表 オーストリ rの砂槍生産と輸出奨励金 (1888~89^"1906~07)

営業年 甜菜糖 工場および倉庫からの搬出量 消費税 輸出奨励戻金

工場数 課税対象量 外国向け 賦課額 (関税地域全域〉

(営業中〉 精製糖 粗糖 精製糖 粗糖
単位 100メ トルツェントナー 単位 10加クローネ

'"88~89 213 

1889~90 211 

1890~91 209 

1891~92 209 

1892~93 208 

1893~94 210 

1894~95 210 

1895~96 211 

1896~97 210 

1897~98 208 

1898~99 208 

1899~19日 3 207 

1900/01 207 

1901/02 209 

1902~03 208 

1903/04 209 

1904~05 201 

1905~06 201 

1906/07 197 
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34，616 646 

31，030 5，656 

47，682 7，532 

GO.900 7，355 

53，518 8，282 

51，186 9，416 

61，904 8，136 

62，620 9，377 

66，597 4，251 
73，240 2，347 
75，661 10，113 

102，780 10，069 
108，473 9，943 

110，712 15，427 
118，617 13，015 

137，932 

121，851 
244 142，235 
812 114，376 

ι064 

4，834 

Carmine，“ Zuckersteuer "， Ost. Sta叫 sworterbuch，Bd. 4 (1909)， S. 1034 

的結合を自由貿易に優先させようとするチェ γパレンの新通商政策が始動しよ

うとしていた。そのため， r奨励金を受けた砂糖」について差別的な「相殺関

税」を課すという動きが，イギリスも含めた各国で出てきたのである。 r奨励

金」の輸出促進効果を帳消Lにするこのような動きを前に，各国政府はようや

く真剣に国際的な解決の道を模索するようになった。

そうした中で， 1898年 6月にプリュッセノレで，開始された国際交渉は， 1902 

年の 3月 5日に各国(ドイツ.オーエトリ 7=ハ Y ガリー，ベノレギー， λベイ

γ. フランス，イギリス，イタリ 7，オランダ，見ウェーデン，ノノレウェー〉

の問の合意に到達した。この合意の主要内容は，次の四点にまとめられよう。
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(i) すべての生産および輸出奨励金の撤廃(既存の制度の廃止，新規設置の

禁止〕

(il) 関税の上限設定〔砂糖の保護関税は精製糖については 100kgあたり 6

フラン，その他の砂糖については同じく 5フラン50サ γチームをこえては

ならない〕

加，) r奨励金」を得た砂糖への差別関税 (r奨励金」を得た砂糖については，

最低でもそれに達するだけの「特別関税J 'k賦課する〉

(lv) 協定遵守のための監視体制〈官庁による砂糖生産の宜接的監視，常設の

国際委員会の設置〉

オーストリア=ハシガローは r輸出奨励金」撤廃による業界の混乱をさけ

るために国家的な「生産割当休制」を創設しようとしたが，それは国際委員会

で協定違反Eきれ介。オ一九トリア=ハ Y ガリーは結局，この制度の放棄とい

う代償を払って，プリュッセノレ協定体制にとどまったが，それは，糖業におけ

るカルテノレ体制の解体をも意味した00)。

B)ベ ムェパヴェノレクの改革への関与 事柄それ自体からいえば、商務大臣

および農業大臣にもかかわるこの改草を終始主導したのは，蔵相ベームーパヴ

ェノレグであった。当初は直接奨励金の廃止についてしか訓令を与えられていな

かったオーストリアコハンガリーの代表団に，包括的なプリュッセノレ協定への

参加を指示したのも彼であれば，最後に「生産割当制」に固執するハ Y ガリー

蔵相を説得したのも彼であった。したがって，班、達の知りたい点は，ベーム

パヴェノレグのこうした改草への積極的とりくみが r輸出奨励金J1300万クロ

ーネの削減とし、った財政の実務的考慮をこえたどのような展望にもとづいたも

のであったか，ということである。

30) カルテルが再生したのは， 1906/07年の収穫期である。それにより，製糖会社の配当は1908年
には6克台にまで上昇すあにいたっ t.，:c Das Zuckerkartell und die Zuckertreise. Denkschrift 
verfasst vom Verein der osterreichischen und ungarischen Zucker-Raffinerien'-Wi田.， Nov:， 

1911 
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乙うした視点から第一に問題になるのは， もちろん，ベームーパグェノレクが

「砂糖危機」の原因と，その打開の方向性について， どのような認識をもって

いたか， ということである。しかし，それと同時に第二に，国家的カノレテノレの

性格をもった「生産割当制度」へのベームーバヴエルグのコミットメントがど

のような理由によるのか，ということも，やはり問わなければならないであろ

つ。

第 については，答えは簡単である。ベームーバヴエルグヘ心弔辞でメンガ

ーが述べたように["彼は.協定加盟国による砂糖奨励金の廃止は，世界市場

での砂糖価格の上昇をもたらし，糖業に何ら損失をもたらさないことを，確信

Lていた」刊のである G

1902年 4月25日の議会での演説で，ベームーパヴェノレクは， ブリ晶ツセノレ協

定を糖業の危機とうけとめる見解を念頭において.危機のE体は協定そのもの

ではなしそれに先行する砂糖の過剰生産であり，それを解決して糖業を再建

するための「損失なき退却」の道がブリュッセノレ協定なのだと淳々とときすす

めた。["はちきれそうになった腹応は，厳しいダイエットが 番確実な治療法

だ。J3Vしかし，この療法は一国だげでは効果がないのである。各国が足並をあ

わせて，糖業の生産・輸出奨励制度を撤廃する以外にないのである。

『供給者の生産費を償いえないような世界市場への供給が永続的に続きうる

はずほない，ということは真理であると私は思う。従来の輸出奨励制度の価格

破壊的な作用は，それにより外国に提供される砂糖が自国での生産費用よりも

輸出奨励金の分だけ低〈安売りされることにあらわれている。こうした直接・

間接のプレミアムを撤廃するならば，それは長期的には，必要とされる輸入量

をちょうどまかなえるだけの〔生産費の〕水準にまで世界市場価格を回復させ

る方向に作用する一一私はよの点を深〈確信する。J3Sl

31)“ Ellgen von Bohm-Bawerk" (1915)， in Carl Meηger， Gesammelte Schriften， hrsg. v. F 

A. Hayek. m. Tubingen. 1970， S. 290 
32) Bettelheim 1936， S. 602. 
33) Bettelheim 1936， S. 605 
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問題は，移行期であるが，そこでは奨励金撤廃による価格の回復の効果が，

すでに蓄積されている過剰在庫の作用によって打ち消されるかもしれない。し

かし，過剰在庫は早晩吸収されて，長期的に永続する前者の効果がきいてくる

はずである。 I移行期は，非常に不快であり， ~~，、要素にとってはまさに生存

を脅かすものになるかもしれないが，それは将来の回復のための不可欠なステ

ップなのである。J30

回復の展望は予想よりも早くみえてきたようである。協定発効の 1年寸主には，

ベ、ーム パヴェノレクは業界の会合において「困難な試練」を業界がのりこえた

ことを祝福することができた。 I奨励制度は来り，また去る。しかし.自力で

獲得した強さはのこる。皆さんは そのようにして町農業を豊かに実らせ，国

家財政の支柱をなすとともに我が国の貿易収支の強力な要素である産業，我が

国の全産業の中でも最重要にして最強力な部門の一つにまで成長したのであ

る。J35)

しかし，第二の疑問についての回答は多少複雑である。 というのは， この

「生産割当制度」というのは，本来ハ yガリーがオ一月トリア糖を締め出して

自国の市場を確保するための方策として提案されたものであり，この制度を協

定違反としたプリュッセノレの国際委員会の判定後の二者択一的状況においては，

ベームーパヴェノレクは，迷うことなしにこれを放棄しているからである。しか

し‘その他方で，エノレンλ ト・フォ Y ・プレーナー (ErnstFrh. von Pler砲の

のような古典的自由主義にたった反対論者を前に生産割当制度」を擁護し

た彼の言葉が単なる方便であったとはとても思えないのである。

ベームーパヴェノレクによれば，この「生産割当制度」は，生産・輸出を促進

するための機構 Cはなく，業界環境の変化に弱小企業も含めて適応するための

機構であった。 r我が国の糖業とそれに依存している農業の支柱を一挙に取り

去ることは，許さわしない。……〔輸出奨励金と保護関税という二つの支柱が取

:34) Bettelheim 1936， S. 6()9. 

:35) Bettclhcim 1936， S. 635 
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り去られた今〕少な〈ともこの支柱が，中小生産者の利益をまもるために，ま

たとりわけ農業の利益を守るために残されねばならない。」附

このような弱者保護という「社会政策J的観点を名分として，ベームーバヴ

ェノレクは露骨なカノレテノレ擁護論を展開する。 i生産割当制度がこれまでのカノレ

テノレと類似しているといわれるなら，私はそれを否定しなし '0 ーしかし， し

ばしば必ずしも芳しくない意味で語られるカルテルについても，その患い由だ

刊ではなく，良い面もある ιとに留意されたい。供給において一定の秩序と恒

常性をもたらし，生産と消費の聞に確固とした調和をカルテノレがもたらしうる

ということは，カルテノレ反対者も認める長所であろう。私が考えるに， カルテ

んのこの有益な機能は，国家的規制によってうけつぐことができるしー国家的

生産割当制度がそれをうけついだと Lても 非難されるべきことではないので

あるのむしろ，この牛岸割当制度はここで具体化きれた場今に即していえば，

民間のカノレテノレ形成にともなう多くの間違いや弱点を避けうる制度なのであ

る。Jm

それは，プレーナーの代表するような個人主義的自由主義への挑戦の色彩を

も有していた。 iたしかに，それは旧来の無制約な個人主義の基準には合致し

ない組織形態である。しかし，私が考えるに，旧来の個人主義はすでに様々な

点で見限られてきており，それはたんなる流行のせいではない。我々は無制約

な個人主義の原則に復帰する道をもはや発見することはないであろう。無制約

な競争のかわりに，弱者を保護し，生産と需要の聞に調和をもたらすべく努め

36) Bettelheim 1936， S. 621 園内消費向付白砂糖生産量を個々 の企業ごとに割当てるこの制度が，
カルテル利潤をも「隠れた輸出奨励金」とみなしたプリュッセル協定の精神に反することは自明で
ある。しかし，ベームーパグ=ルクやアウスピッツらのオーストリァ側四関係者たちは， こ白
「生産割当制度」白効果は，協定の許容する lOOkgあたり 6フランに及ぶものではないとして，
協定との両立を主世していた。しかし，砂糖業界の巨頭アウスピッツも，この「生産割当制度」
を解足司したE論命土 CRudoHAuspit同"“。st旬"汀r町'"白】ch-Unga町叩rロnund die Br巾t也1，騎sele目， Zu山1日cker比'ko拍悶m叩n町E町v刊'"酎"回m正主γ"

ZfVSV， XII (ο19叩0.1め)""ラ末R尾ですでJにと' どのような不利な状況になろうともプリュッセル協定か
ら離加すべきではないと付言していた。おそらし匝際委員会白審査結果が協定違反と出ること
を半ば予想していたのであるう。

37) Bettelheim 1936， S. 622f. 
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る，ある種の組織が登場することは，まったく進歩的な発展というべきである。

この法案が少なくともこうした進歩的発展をめざすものであるということは，

この法案のために，基本思想としてのべておきたい。」附

ベーム→パヴェノレクのこうした言明からわかることは，彼が企業の自由とい

うことに最終的な価値をおく自由主義者ではなかったということである。彼は

輸出奨励制度を「好意による人為的な規制が長期的には，利益よりも苦難をう

みだした多くの事例」山の一つに数えたが，カルテノレについては，時代の不可

避的な傾向として承認する傾向を示していたのである。それは，オーストリア

の中央官僚の一般的態度といって良いであろうが，ともか<， しばしば「絶対

自由主義」の旗手のように扱われているベ ム パヴエルグにおいてすでに，

「組織された資本主義」への指向がみいだされることは，興味なしと Lない。

V 財政をとらえるべームの視点

先行する二つの節において，私達は，ベッテノレハイムの整理に依拠して，

1903年の二つの改革における蔵相ベームの言動を紹介してきた。もちろん，そ

れは 4年にわたるべームーパヴェノレグの財政運営の総体的検討にかわりうる

ものではない。ベーム財政の歴史的評価を確定するためには，なすべき基礎的

作業が欠けているし，三た丘年我国でも盛んになりはじめたハプスプルグ帝

国史研究においても，財政史研究は手薄であるように思える。したがって，問

題のケノレパ の投資構想とベ ムの健全財政思想の対立にしても、私達はどち

らが当時のオ一月トリアにとってヨリ賢明な選択肢であったかについて判断し

うる状況にはないのである。

しかし，本楠の関心は経済史あるいは財政史家のそれではなく経済芋史家の

それてある。私達にとっての課題は，ま，'，経済理論家でもあるべーム パず

エノレクが財政担当者としてどのような考え方をとったかを確定することにある

38) Bettelhei田 1936，S. 623 
39) Bt;ttelht;im 1936， S. 609 
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のであって，そうした観点からは，前二節のような検討もそれだけで価値をも

ち弓るであろう。

蔵相ベームは，市場の実勢に応じて国債の低利借換えを実施して成功し，ま

た，国際的協調〈プりュッセノレ協定〉にしたがって砂糖輸出奨励金を廃止した。

このこつの改草において共通にみられる志向はー財政による撹乱や人為的な介

入をさけ，経済の自律的な展開を尊重するというものである。輸出奨励制度に

おいてベームが憂慮したのは，過剰生産と国庫負担という現実の事態であると

同時に， ιの制度か価格と生産コ旦 lの関連を破壊して経済法則の作用を阻止

するという点であった。国債の借換えの方は，それ自体としては，反「金利生

活者」的施策ともいえないことはないが，ベームの実施したそれにおいては，

国債の保有状況と国債保有者の利害に大きな変動を及ぼすととは極力避けられ

ている。それが，実施の手際よさとあわせて，借換えの完壁な成功を規定した

のであるの

しかL，この反介入主義的な態度が，一貫した経済的自由主義の政策思想に

もとづくものと L、いうるかどうかについては，判断材料は不足している。砂糖

輸出奨励金廃止のさいの国家的生産割当制の構想にみられるように，彼は自由

党首プV ナーのような古典的自由主義者ではなかった。すでに指摘したよう

に，社会政策の是認， カルテノレの不可避性の承認というように I組織された

資本主義」の志向すら，彼にはみられた。かといって，彼においては，それが

積極的な政策論として体系化されているわ切ではない。ヴィーン大学の講義に

おいても，彼は「国民経済学」以外の科目を担当しようとはしなかった叫。

40) 岡山大学黒松文庫に師存されているベームの詰晶スクリプト(石版刷講義録)[Böhm~BawerkJ 

Natio加 loko加 rnie，s. d.， S 37では.I財政学」について次のような説明がおこなわれている。
「財政学は，国家がその目的達成のために遂行する国家経済と国民経済とのあいだに成立する連
関，および，相互関係を研究し!そこから，固ま財政の最も適切な運官のための実際的助言をひ
きだすもりである.Jそじて，財政芋は， I国民経済生活への人為的国家介入がどのような影響を
もちうるかを研空L. そうした介入りやり方について白量際的な原則をひきだすJI経済政策論」
とあわせて，理論経済学に対しては. I 般的理論的基礎科学にとっての特殊・応用部分」とい
う関係になる。しかいこの説明については，財E文学が政策論と切b離されていることが気にか
かる。オーストリアの大学で博土号を取得するために必修であったのは，経済政貫論ではな〈財
政学であった。
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学者としての彼は，理論家であって政策学者ではなかった。彼は何らかの政

策の主唱者として内閣にはいったのではなしいずれの場合においても，大蔵

省の代表としてそこにはいったのである。したがって，二つの改革にみられる

「反介入主義」的な態度ι整合的な政策思想というよりは，しばしば「容赦

なきフイスカリムス〔国庫至上主義)Jとさえいわれた大蔵官僚の基本志向の

実際的な帰結という万が適切かもしれない叫。

しかし，魁論家としてあれだけの業績をあげたベ ムーパヴェノレグをたんな

るゾィ λ カリ λ トときめつける乙とは，やはり行き過ぎである O 砂糖輸出奨励

金廃止にっし 1ての討論。際，ベ ムは次のように語っていた。

「もし，私が奨励金が節約できるという理由からプリュッセル協定の批准を

推奨したというのであれば，それはフイスカリスムだとい〉てよいだろう。

ー私がそれを推奨したのは， cそのような理由によるものでは仕くコザリュヅ

セノレ協定の外にとどまり，無政府的た過剰生産者存続することこそ，国民経済

的な災疫だとみなしているからである。」山

ベームの健全財政主義をたんなるフィカリ旦ムの次元をこえたものとする認

識がどのようなものであったかは、むしろ，彼が官界を去って約十年後に，彼

としてはめずらしく時事問題をとりあげたー論説におもむくのが適切である。

しかし この論説の内容に入る前に，その間約10年聞のオーストリアの経済発

展について一言しなくてはならなL、。

オーストリアの経済は，ケノレパ一政権の発足当初こそ停滞状況にあったが，

次第に一一部分的には，政府投資にも支えられたが一一回復に向かい，それは

「第二の創設時代」とまでいわれる繁栄につながっていった“~輸出奨励金廃

41) H. Matis， .. Leitlini印 decδsterreichischen Wirtschaftspolitik"， in Die Hαbsurge円叩ar-

chie 1， S. 66f は，オーストリアの官僚町政策的志向にはフイスカリスト的な考えり影響が強<， 
「国家的な経済政策が財政政革と等Lいものとされることがしばしばあった」とし寸。むしろ，
国庫り管醒以上の視野をもった「経済政策り基本線の欠如」乙そが問題なのだ， と。

42) Bettelheim 1936， S. 625 
43) Eduard Marz， loseph Aoils Scht'tmteter. Munchen. Oldenburg， 1983， S. 160によればこの

頃白景気白波は以下のようである。 1899-1900停滞(年平均成長率a7克l.19a1-a7好況(同3，1%)，
1908-09停滞(同0.7%)，1910-12骨況(同2.8%)，1913停滞〈同 0.4，9，め目
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第4表大戦前オーストリア白財政状態

(単位 1000ク戸ーネ〕

1909 1910 1911 1912 1913 

一般国債総額 5，220>443 &，199，884 5，179<044 5，158，396 5，141，255 

その他国債 5，524，657 6，911，566 7，061，628 7，312，753 7，467，346 

財政支出 2，883，648 2，901，364 3，004，035 3，184，361 3，461，133 

収 入 2，795，703 2，895，492 3，白82，732 3，173，309 3，486，078 

οst. SI叫 Handbuc九 Jg.32 (913). S. 370f.， 387f 
Jg. 34 (1915). S. 321. 3391 

止も糖業の発展を妨げることはなかったし，国債相場も堅調であった。その意

味では，ベームの財政運営には文句をつける余地はなしまた、ケノレパ も，

その達成しえたかぎりの成果をもってしでも「大戦前の顕著な経済発展の基礎

を築いた」と評価Hlされえたのである。

しかし 1907年の中断をはさみながら大戦直前にまでいたる，全体として約

10年にわたったこの経済成長も，後半の段階においては，物価0)持続的上昇，

貿易収支赤字白定着といった問題を露呈するようになってきた。そうした中で，

1914年の初頭に，ベームーパゲェノレクは蔵相辞任後の沈黙を破って， ~ノイェ

・フライユ・プレッセ』紙面で「わが国の貿易収支赤字」について発言した釦

のである。彼はそこで，この問題の根源を財政の放漫さに求め 3 憂国の念を表

明したが，それは p その年の夏に保養先で急死 Lたベ←ムに土勺ては，はから

ず 4彼の財政家としての遺言というべきものになってしまった。

ベームが打破しようとしたのは，経済成長の表面的事態にまどわされて，貿

易収支の赤字を工業化にともなう現象として楽観視する見解であった。工業化

の進展を置接に，貿易収支の赤字に結びつけることは適当ではない。それは，

媒介項をぬき去った短絡的な議論である。経済発展の過程で必要とされる外国

44) Eduard Marz. Osterreichische Bankpolitik in der Zeit der grossen Wende 1913-1923. 
Munchen: Oldenbourg， 1981， S. 26 大戦直前四オ ストリアの経済状況についてはj この書
の第一部を参閑されたい。メルツはまた，へーム申「貿易収支蒜字」にも注目している。

45) “Unsere passive Hand巴Isbェlanz"in Neuen Freien Presse. vom 6.， B. u. 9. Janner 1914 
ただし引用頁は冒:r.Weiss (hrsg.)， Bohm-Bawer丸GesammeleeSch1-ift開， Wicn， 1924による.
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への債務ふ将来の貿易収支に屯って返済しうる見込みがあってはじめて健全

なのである。債権国イギリスの貿易赤字と債務国オーストリアのそれとを，同

様にみることはできない。しかし，オーストリアの「工業化」は将来の貿易収

支を好転させ，債務を返済しうる見込があるようなものであろうか。

ベームがそこにみたのは，民間の資本形成と公共投資，戦艦の建造，あ吾い

はハ γ ガリーへの投資や対外債務の返済，その他もろもろの原資となるべき，

ただでさえ少ないオーストリアの園内貯蓄が，経済成長の基盤をなす産業投資

に十分まわらず，国家財政がその大部分を吸以してしまっているとし寸事態で

あった。

「われわれオ ストリア人は，オランダ人，フラン只人，あるいは北ドイツ

人のように，特に節約的でエネルギッシュに資本蓄積に努める国民ではないυ

ヴィーン会議の時代から，すでにグリルパルツアーがし、う上ラに，われわれは

禁欲に耐えるよりは享楽好きの人種として正おっていた。われわれの貯蓄額は

年あたり '"，.約10億クローネと見積もられるが，これは決して多いといえる額

ではない。われわれは，本来ならば，この10億クローネでもって，われわれの

経済の資本需要をまかなうことができなければならないのである.....c最近

それができなくなった原因は]われわれの『工業化』による〔資本〕需要の増

大によるものでは，けっしてない。私の考えでは，その原因のはるかに大部分

はわが国のほとんどの公共団体一一国，ラント，そして無数の大小のゲマイン

デ一一ーの経済に， この控え目な額の年貯蓄の u 浪費者が生まれたことによる

のである。f6)

ベームによれば. Iわが国が恒常的に貿易収支を黒字にしていた時期が，わ

れわれの国家経済が，厳格な，その時代にあっても当然のことに非難の的にな

ることの多い倹約精神によって支配されていた時期にほぼかさなりあうことは

偶然であるはずがなL、。」叩公共団体が I分相応以上に生きること」になれて

46) Weiss 1924， S. 509-10 
47) Weiss 1924， S. 510. 
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第 5表 1894~1913オーストリアニハンガリ一四国際収支構成部分の推計

(5年期総計』単位百万クローネ〉

1894~98 

受取純額

金・外貨を含む商品取引収支尻 205 

国外移民の仕送り 150 

外国運輸収入 200 

銀行利潤およびサーピス収入 200 

通過貿易 100 

A受取純額総計 855 

支払純額

金・外貨を含む商品取引収支尻

利子および配当支払 1，550 

負の利益および外国投資 -120 

B支払純額総計 1，130 

A-B 一G75

有(ー価資証本券輸収出支.差十引資本輸入〉 +181 

1899~19U3 1904~08 1909~13 

96日 4日5

200 700 

250 350 

300 400 

150 180 

1.860 2，035 

1，750 
-150 

1，600 

1，750 

-150 

1，600 

刷

問

訓

訓

一

川

1

2

 

2，4口D

1，750 

200 

3，950 

-1，250 

+267 

十26日

+157 

十43::i

-270 

Die llabsburgermomarchie 1， S. 357 

しまい，人気のない倹約政策によって直接・間接の財政余剰を形成して将来に

そなえる代わりに，担税力の限界にまで歳出を膨脹させてしまったのである。

イタリアは大規模なエリトリア戦役を財政の経常余剰でまかなったのに，オ一

九トリアでは，ただの予防的な作戦のためだけに，深刻な債務増加をうみだし

てしまっナこo

「なぜこんなことになったのかワ それを語るためには，この十年の国内史，

しかも，この十年の政治の内面にわたる歴史を対象にしたー刊の本が必要であ

ろう。というのは，財政は，わがくにでは，政治の罰を一手にひきうける運命

CPrugelknabe 王子のかわりに懲戒を受ける学友〕にあるからである。われ

われは，物質的な譲歩によって政治的な満足をうみだそうとする無駄なパズノレ

・ゲームが，種々の形でおこなわれるのをみてきた。かつては議会が倹約の監
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視人であったが，いまでは，倹坊に対する不具戴天の敵になってしまった。政

治的諸党派および民族的諸党派は，今日では，支持層や支持母体の民族の各種

の刺益を，公共の費用を増加させても可追求することを熱烈に義務と考えるよ

うになっている。 J~B) 

ベームの攻撃の矛先は，さらに，こうした財政膨脹を容認する理論にむ什ら

れる。 I人々は，公的資金による投資において，公共支出の‘間接的生産性'

なる，ポピュヲーであると同時に危険な文句によって， 自らを欺いている。そ

れだげとしてみれば収益性のない赤字の国家企業でも，国民経済に対する間接

的な利益によって，そ0)tJf.字企業につぎ ζむ公共費用以上の貢献をしているは

ずだ，というのである。そういうことも，ありうるであろうが，いつも，かな

らずそうなるといえるはずはない。場合によっては，事態は逆であるかもしれ

ないのである。」胡〉たとえば，収益性のない地方鉄道よりも，農業にすぐれた農

機具を提供 L，工業に最新の生産設備を提供する民聞の一機械工場の方が、よ

り大きな「間接的生産性」をもつか4しれない。 Iわれわれの脆弱な資本力が，

公共財政の多年にわたる過度の要求によって吸収されつ〈していること，最高

に有益で重要な民間企業のためには， どこにも十分なだけの資本が残されてい

ないことJ，そして最近のように， I多〈の企業が停滞，あるいは生産中止にお

いこまれるだけでなく，高金利による圧迫が全企業にまで及んでいること」を，

「公共投資の盲目的な賛美者」は知っているのだろうか? それは I間接的

生産性」どころか. I間接的な生産阻害」ではないか?50) 

ベームは、貯蓄による資本〔投資資金〕の供給力というオースト日 7経済の

基本的制約に目をすえて，いわゆる「正統派財政学Jの空文句を一蹴している。

それは，たしかに，冷静な経済学者の認識である。ベームは，自分の発言は

「時代遅れJとよばれるかもしれないというが，それが，アィ λ カリストの国

庫管理の視点からの発言ではなく，国民経済の視点からの発言であることは，
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もはや強調するまでもないであろう。また，ベームのいうとおり，公債に頼っ

た軍備拡張唱固有鉄道網の整備が，産業にまわる資金を吸収し，基礎のない成

長をつくりだした叩ということも透徹した現実認識として承認されるであろう。

物価の持続的上昇という，当時一般の関心を集めたいま一つの現象もそれにか

かわっていたのである。

ベームがフィカリストといえるかどうかについては，とりあえずそのように

考えたとして，いま一つの問題 ベームの「組織資本主義」的な志向，ある

いは，古典的自由主義からの離脱の認識ー←ーについては， どう考えるべきであ

ろうか。それは，理論家ベームにとっても，永年の「宿題」になっていたよう

に思える。彼によれば 1限界価値理論」は，まずー 「最も一般的な形におけ

るその守価値・価格理論」とし、う意味での，理論の一般的枠組みをつ〈わだし

たが その内部で具体的に論じられているのは，自由競争の理論だけである。

「社会的な‘勢力'の影響が強い領域については，そこでは.ひとまずは空隙

のままほっておかれたのである。J52
) しかし， こうした空隙の存在は， 年代を

経るにつれて1 目障りなものになってきた。カルテル， トラ兄ト，国家的規制ij，

労働組合唱エトライキ等々，社会的勢力の作用を経済理論の内部に取り入れな

ければ答えられない，重要な問題が山積するようになってきたのである。

彼は，ょうやく最晩年になって，この問題を理論的考察の狙上にのぼらせる

ことができるようになったが， 1勢力か経済法貝IJか?Jと題するその論文の趣

旨は，社会的勢力，あるいは独占の力の作用も，需要，あるいは供給の側の事

情から理論的に解明Lうるある一定の経済的範囲の内部にとどまる， というこ

とであった。古典派のように，経済の|自然法則」の万能をいうことはもはや

51) へ ムの批判が，財政』貿易の収支がいずれも黒字であった1907年以前にまでさかのぼるもの
かどうかは，判断に迷うことである。 LかL，イタリアをもち対して軍部への榔撒，量失識をもち
だしての「公共投資の盲目的愛好者」への批判lという，いささかの悪意すら感じられるこ白文章
を書ぐときに，ベ ムが10年前の自分ゎ経験を童相あわせなかった左ほ考えられなL、。

52) “Macht oder okonomische Gesetz? "， zfVSV XXIII (1914)， S. 235 これも引用頁は， F 

Weiss 1924による。



財政家としてのベーム パヴヱルク〈下〉 (4岨) 17 

できないが，かといって，やはり一面的に社会勢力を絶対視することもできな

い。社会的勢力も唱経済法則にしたがって作用するのである。彼は， i独占価

格」について，また，労働組合の賃金規制の作用について町『積極理論』で示

された彼自身の枠組みにしたがって考察して，それを確認している。

ベームは， もちろん，このような原則的な確認だけで満足していたわけでは

ない。むしろ i独占」や「労働組合J，i国家」といった社会勢力を組み入れ

た経済担論を構築するために i先入見にとらわれない研究」が発展させられ

るιとを希望してし、た白である。被自身の新しい探宛はもはや行われることが

なかったが，創造的能力はもはや失われていたとしても，強靭な論理家である

彼が，自分の内にき'"していたずィジョンを十分に展開することができなかっ

たのは，やはり残念なことである問。

最後につけ加えておかなければならないことは，ベームーパヴェノレクのベシ

ミズムである。 iわが国の貿易収支赤字」の末尾に彼は，オーストリ 7の国民.

議会，政府が公共財政の緊縮にむけて方向を転じるならば，事態は好転すると

書きはしたが，この論説の不機嫌なほどの筆致は，彼がそのような奇蹟を信じ

てはいなかったことを示しているかのようである。彼は，自分のベシミズムが

予言として成就することを憂えて筆をとったのである。

すでに， ケノレパ一政権の時代においてすら，ベームーパヴェノレグが帝国の将

来について半ばベシミスティクな予想を胸にもちながら句政務をとっていたこ

とについては司シュピッツミュラーの証言聞がある。また，カウダー聞は， ヴ

53) 竹本晃「実質賃金平決定と労働組合J F六甲品脊集~ 26巻1号(1979)は，この部分について，
ベームの所説を紹介の上，モデル化して検討している。

54) たとえば，彼は，英米の「独占価格論」開拓自努力を， iこの空隙を埋める喜ば Lい端緒」
(Wei田 1924，S，235脚注)とみて歓迎している。また，労働組合の作用についても， ヨ|吉上げ
られた賃金水準白持続性という，笹の結論に「一見l反するかりような事態が牛まれていること
も認識していた (S.291f.) 

55) Bettelheim 1937. S. 5-68 

56) Ernil Kauder.“lntellectual and， politicalroots， of the Qlder Austrian School~. ZjNo， Bd 
XXII (1957). S. 422 



18 (446) 第 137巻第4・5号

ィーン大学の教室でベ-Aが「社会的安定は進歩にまさる」と説いていた， と

いう。たしかに，経済発展が，債務累積の上になりたつ「お大尽ぶり」として

しかありえないとすれば，彼がそれを拒否したくなることは，理解できないで

はない。メ yガーにつづいて.ベームーパずェノレクもベシミストに転落したの

である叩。

5η それは，経済発展について町ベ ムりイメージにもかかわっているか4しれない。銀行。信用

創造!三助けられた企業者白革新活動という γ zンベーター的立場からすれぽ，ベームが制約とみ

なした国内貯蓄の狭小さも絶対的な制約とはいえな〈なるし，ガーシェングロンの桂進国発展類
型論によれぽ，国家投資ζそが，経胃発展の主導的な要素であることになる。ベームP経草寺発展

について町イメージは，基本的に古典派的なものであり，後進閣においてどのような型の発展が

ありうるかという問題設定は，置には#丘しなかった。


